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(57)【要約】
【課題】建築物の屋根の種類にかかわらずに任意の位置
に太陽電池システムや雪止め金具等の外設部材を取り付
けることができ、さらには屋根の改修にも適用できる持
出部材の設置構造、その設置施工方法、及びそれを用い
た外設部材の取付構造、改修構造を提供する。
【解決手段】本発明は、屋根面に固定する第１部材１Ａ
と、該第１部材１Ａの表面側の全外周を覆う第２部材１
Ｂと、前記第１部材１Ａ及び前記第２部材１Ｂを連結す
る第３部材１Ｃとからなる持出部材１の設置構造であっ
て、前記第１部材１Ａは、屋根面に防水材１２を介して
固定する固定部１１と該固定部１１に立設した縦杆１３
とを備え、前記第２部材１Ｂは、前記第１部材１Ａを覆
う被覆部１４の外側に屋根面に防水材１５を介して接地
させる接地部１６を周設し、前記被覆部１４には前記縦
杆１３を挿通させる挿通孔１４１を設け、前記第３部材
１Ｃは、前記縦杆１３に取り付けて締着することにより
、前記第２部材１Ｂを屋根面に圧着するものであること
を特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根面に固定する第１部材と、該第１部材の表面側の全外周を覆う第２部材と、前記第
１部材及び前記第２部材を連結する第３部材とからなる持出部材の設置構造であって、
　前記第１部材は、屋根面に防水材を介して固定する固定部と該固定部に立設した縦杆と
を備え、
　前記第２部材は、前記第１部材を覆う被覆部の外側に屋根面に防水材を介して接地させ
る接地部を周設し、前記被覆部には前記縦杆を挿通させる挿通孔を設け、
　前記第３部材は、前記縦杆に取り付けて締着することにより、前記第２部材を屋根面に
圧着するものであることを特徴とする持出部材の設置構造。
【請求項２】
　第３部材の取り付けには、防水材付きの座金を併用することを特徴とする請求項１に記
載の持出部材の設置構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の設置構造を施工する設置方法であって、
　屋根面に第１部材を固定する第１の工程と、
　第２部材を被せるように配設する第２の工程と、
　第２部材から突出する縦杆に、第３部材を取り付け、締め付ける第３の工程と、からな
ることを特徴とする持出部材の設置施工方法。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の設置構造により設置された持出部材に支持部材を取り付け、該
支持部材に外設部材を取り付けてなることを特徴とする外設部材の取付構造。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の設置構造により設置された持出部材に支持部材を取り付け、該
支持部材上に改修屋根を構築してなることを特徴とする改修構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の屋根の種類にかかわらずに任意の位置に太陽電池システムや雪止め
金具等の外設部材を取り付けることができ、さらには屋根の改修にも適用できる持出部材
の設置構造、その設置施工方法、及びそれを用いた外設部材の取付構造、改修構造に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、横葺き屋根や縦葺き屋根などの上に太陽電池システム等を取り付ける場合には、
大別して屋根材自体に太陽電池パネルを一体的に組み込む方法と、屋根面に支持架台など
の取付部材を固定してその上に太陽電池システムを構築する方法とが知られている。
【０００３】
　前記屋根材自体に太陽電池パネルを一体的に組み込む方法は、屋根材を製造する技術と
太陽電池パネルを製造する技術とが必要であり、様々な仕様の建物（屋根）に適用するこ
とは到底困難であった。
【０００４】
　一方、屋根面に取付部材を介して太陽電池システムを構築する方法としては、例えば特
許文献１に記載されるような提案がなされている。
　すなわち特許文献１には、太陽電池モジュールの固定金具を屋根面に固定すると共に、
この固定部分の表面側の水上側と左右両側を被覆する覆い板を配設して雨水等の浸入を防
止する構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開平９－１８４２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、屋根面上に降り注ぐ雨水は、傾斜勾配に沿って流下するばかりでない。
すなわち台風等に限らず強風に雨水は吹き上げられるため、傾斜勾配に逆らうように軒先
から棟側へ吹き上げられる現象がしばしば認められる。そのため、前述の特許文献１のよ
うな覆い板の構造では、雨水が軒側から吹き上げられた際に固定部分が雨水に曝されてし
まうため、漏水を引き起こし、当該部分が雨水で腐ったりすると、太陽電池モジュールが
脱落するおそれがあった。
　また、屋根材が金属である場合、金属と金属との接触となるため、さびを生じやすく、
そこから亀裂を発生させる原因となっていた。さらに、引っかけ（係合）なり、差し込み
などの構成を用いると、隙間が発生しやすく、そこから漏水の原因となっていた。
　そこで、本発明は、太陽電池システムや雪止め金具等の外設部材を容易に取り付けるこ
とができ、雨水の浸入をまねくことがない持出（もちだし）部材の設置構造を提案するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記に鑑み提案されたものであって、屋根面に固定する第１部材と、該第１
部材の表面側の全外周を覆う第２部材と、前記第１部材及び前記第２部材を連結する第３
部材とからなる持出部材の設置構造であって、前記第１部材は、屋根面に防水材を介して
固定する固定部と該固定部に立設した縦杆とを備え、前記第２部材は、前記第１部材を覆
う被覆部の外側に屋根面に防水材を介して接地させる接地部を周設し、前記被覆部には前
記縦杆を挿通させる挿通孔を設け、前記第３部材は、前記縦杆に取り付けて締着すること
により、前記第２部材を屋根面に圧着するものであることを特徴とする持出部材の設置構
造に関するものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記持出部材の設置構造において、第３部材の取り付けには、防水材
付きの座金を併用することを特徴とする持出部材の設置構造をも提案する。
【０００９】
　さらに、本発明は、前記持出部材の設置施工方法であって、屋根面に第１部材を固定す
る第１の工程と、第２部材を被せるように配設する第２の工程と、第２部材から突出する
縦杆に、第３部材を取り付け、締め付ける第３の工程と、からなることを特徴とする持出
部材の設置施工方法をも提案する。
【００１０】
　また、本発明は、前記設置構造により設置された持出部材に支持部材を取り付け、該支
持部材に外設部材を取り付けてなることを特徴とする外設部材の取付構造をも提案する。
【００１１】
　また、本発明は、前記設置構造により設置された持出部材に支持部材を取り付け、該支
持部材上に改修屋根を構築してなることを特徴とする改修構造をも提案する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の持出部材の設置構造は、第１部材の表面側の全外周を第２部材にて覆う構成で
あるため、全周囲方向からの、特に強風に吹き上げられた水下側からの雨水に対しても、
確実にその浸入を防止することができる。
　さらに、この持出部材の第３部材の取付けに際して受部材を同時に固定しておき、該受
部材に支持部材を取り付ければ、その支持部材に対して各種の外設部材や改修構造を容易
に取り付けることができる。
【００１３】
　また、第３部材の取り付けに、防水材付きの座金を併用した場合には、第３部分の取付
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箇所（締付部分）からの雨水の浸入を確実に防止することができる。
【００１４】
　さらに、本発明の持出部材の設置施工方法は、持出部材を構成する各部材を取り付ける
各工程がそれぞれに簡単であって特殊な技能や特殊な治具をも必要としないので、取付ミ
ス等を生ずることなく容易に施工することができる。
【００１５】
　また、前記持出部材の設置構造を用いた本発明の外設部材の取付構造は、各種メーカー
及び各種寸法、各種仕様の太陽電池システム等の外設部材を、横葺き、縦葺きなどの種々
の屋根構造に適用することができる。また、外設部材として太陽電池システムに限定され
るものではないので、例えば緑化構造でも、雪止め金具などにも容易に適用でき、安定な
取り付け状態を維持するものとなる。
【００１６】
　また、前記持出部材の取付構造を用いた本発明の改修構造は、既設の屋根構造や形式に
関わらず任意の屋根構造を支持部材に構築することができ、二重の雨仕舞い構造、二重の
断熱構造を備える屋根構造とすることができる。また、従来の改修工法のように既設の屋
根構造を取り外す必要がないので、施工の手間が低減され、廃材の処理の必要もないもの
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】（ａ）本発明の設置構造に用いられる持出部材の一実施例を示す分解拡大斜視図
、（ｂ）組み付けた持出部材、及び受部材を示す拡大斜視図、（ｃ）受部材を持出部材に
組み付けた状態を示す拡大斜視図、（ｄ）受部材と支持部材との取付け状態を示す拡大斜
視図である。
【図２】本発明の設置構造の施工状況を示す拡大斜視図である。
【図３】横葺き外装構造である屋根面に適用した本発明の外設部材（太陽電池パネル）の
取付構造の一実施例を示す側断面図である。
【図４】横葺き外装構造である屋根面に適用した本発明の改修構造の一実施例を示す側断
面図である。
【図５】縦葺き外装構造である屋根面に適用した本発明の外設部材（太陽電池パネル）の
取付構造の一実施例を示す正面図である。
【図６】縦葺き外装構造である屋根面に適用した本発明の外設部材（太陽電池パネル）の
取付構造の一実施例を示す側断面図である。
【図７】縦葺き外装構造である屋根面に適用した本発明の改修構造の一実施例を示す側断
面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の持出部材（持出金具）の設置構造は、第１部材～第３部材より構成される持出
部材を屋根面に設置した構造であり、第１部材は、屋根面に固定する部材であり、第２部
材は、前記第１部材の表面側の全外周を覆う部材であり、第３部材は、前記第１部材及び
前記第２部材を連結する部材である。なお、持出部材という名称に関し、持出金具（もち
だしかなぐ）という名称が一般的であるが、金属製に限定されるものではなく、例えば硬
質の樹脂成型品でもよいため、持出部材とした。
　そして、前記持出部材には、支持部材を取り付け、さらにその支持部材に対し、外設部
材を取り付けたり、改修屋根を構築することができる。
【００１９】
　前記第１部材は、前述のように屋根面に固定する部材であって、屋根面に防水材を介し
て固定する固定部と該固定部に立設した縦杆とを備える構成である。
　前記固定部は、ビスやアンカーボルト等の固定具を用いて屋根面に固定されるが、例え
ば横葺き屋根上に固定する場合には、流れ方向に配された垂木等に下端が達するように打
ち込むことが望ましく、例えば縦葺き屋根上に固定する場合には、母屋等の構造材（躯体
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）に下端が達するように打ち込むことが望ましく、設置安定性が格段に向上する。すなわ
ち持出部材は、躯体もしくは躯体に直接又は間接的に取り付けられた垂木等の支持部材に
固定されることが望ましい。
　また、前記防水材は、固定部の裏面側に配されるシート状のシール材であって、例えば
第１部材を金属製としても屋根面との接触を防止し、またその密着性を向上する柔軟性を
有している各種シール材が好適に用いられる。
　さらに、前記縦杆は、後述する第３部材を取り付けて締着できるものであり、例えば後
述する図示実施例のようにボルト材が用いられるが、これに限定されるものではない。
【００２０】
　前記第２部材は、前述のように前記第１部材の表面側の全外周を覆う部材であって、前
記第１部材を覆う被覆部の外側に屋根面に防水材を介して接地させる接地部を周設し、前
記被覆部には前記縦杆を挿通させる挿通孔を設ける構成である。
　この第２部材は、前記第１部材を覆うものであって、特にその形状を限定するものでは
ないが、後述する図示実施例のように平面視円形状（略ハット形状）に形成すると、何れ
の方向から水が打ち寄せても形状的に抵抗となることがないため望ましい。
　また、この第２部材に用いる防水材は、前記第１部材の固定部の裏面側に配される防水
材と同一のものを用いることができる。そして、この防水材を取り付ける接地部は、前記
被覆部の外周に設けられ、屋根面上に接するように配設される。
　さらに、前記挿通孔は、前記第１部材の縦杆を挿通させるものであるから、縦杆の直径
と略同一か僅かに大きく形成される。
【００２１】
　前記第３部材は、前述のように前記第１部材及び前記第２部材を連結する部材であって
、前記第１部材の前記縦杆に取り付けて締着することにより、前記第２部材を屋根面に圧
着する構成である。
　この第３部材は、前記第１部材の縦杆がボルト材である場合には、それと螺合するナッ
トが用いられる。すなわちこの第３部材であるナットを締め付けることにより、このナッ
トはボルト材に螺合した状態で下降し、ナットの裏面で第２部材を下方へ押圧しながら下
降するので、第２部材を屋根面に圧着する。
　そして、この第３部材を前記縦杆に取り付ける際には、その取付部分からの漏水を防止
するために防水材付きの座金を併用することが望ましい。
【００２２】
　そして、これらの第１，第２，第３部材から構成される持出部材を設置する手順は、以
下のとおりである。すなわち本発明の持出部材の設置施工方法は、以下の手順にて行われ
る。
【００２３】
　まず、第１の工程として、屋根面に第１部材を固定する。
　その際、前述のように予め設置する屋根面に応じて例えば横葺き屋根における垂木に下
端が到達するように第１部材を固定することが望ましい。
【００２４】
　次に、第２の工程として、第２部材を被せるように配設する。
　その際、前記第１部材の縦杆を挿通孔から突出するように挿通させる。この状態では、
第２部材は固定されておらず、その接地部は、単に屋根面上に乗せられた状態である。
【００２５】
　その後、第３の工程として、第２部材から突出する縦杆に、第３部材を取り付け、これ
を締め付ける。
　その際、取付部分からの漏水を防止するために防水材付きの座金を併用することが望ま
しい。
　そして、この第３部材を締め付けることにより、第２部材が下方に押圧されてその接地
部が屋根面に圧着する。
　また、以後の施工を考慮して後述する図示実施例のように受部材を第３部材の上部に接
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するように取り付けることが望ましい。
【００２６】
　前記受部材は、特にその形状や構成等を限定するものではないが、後述する図示実施例
のように略Ｕ字状のピース材としてもよく、所定間隔を隔てて配設された複数の受部材に
対し、桁行き方向に連続する支持部材を取り付けるようにしてもよい。すなわち、ピース
状の受部材は、汎用のレンチ等の治具を用いて第３部材を取り付ける際に支障がなく、長
尺な支持部材の取り付けを容易にする位置規制の役割も果たす。
【００２７】
　前記受部材に取り付けられる支持部材は、特にその形状や構成等を限定するものではな
いが、後述する図示実施例のように桁行き方向に連続する逆Ｕ字状の長尺材又は定尺材で
もよいし、流れ方向に連続する長尺材又は定尺材でもよい。
【００２８】
　前記支持部材に取り付けられる外設部材としては、太陽電池システムを後述する図示実
施例にて説明するが、それに限定するものではなく、屋根面に適用される外設部材であれ
ば、例えば緑化構造でも、雪止め金具でもよいし、避雷針、アンテナなどでもよい。
　この外設部材の配設位置は、前記支持部材の任意の位置に取り付けることができるので
、屋根面の任意の位置に取り付けることができる。
　また、前記支持部材に取り付けられる改修構造としても、後述する図示実施例に限定さ
れるものではなく、どのような形式の屋根を採用してもよい。
【実施例】
【００２９】
　図１（ａ）に示す本発明の持出部材１は、屋根面に固定する第１部材１Ａと、前記第１
部材１Ａの表面側の全外周を覆う第２部材１Ｂと、前記第１部材１Ａ及び前記第２部材１
Ｂを連結する第３部材１Ｃとからなる。
【００３０】
　前記第１部材１Ａは、屋根面に防水材１２を介して固定する固定部１１と該固定部１１
に立設した縦杆１３とを備える。
　前記固定部１１は、ビスやアンカーボルト等の固定具（図示せず）を用いて屋根面に固
定されるものであり、図示実施例では、その挿着孔１１１が２箇所に設けられている。
　図示実施例では、前記防水材１２は、固定部１１の裏面側に配されるシート状のシール
材（ゴムシート又はシリコーンシート）であり、前記縦杆１３は、ボルト材である。
【００３１】
　前記第２部材１Ｂは、前記第１部材１Ａを覆う被覆部１４の外側に屋根面に防水材１５
を介して接地させる接地部１６を周設し、前記被覆部１４には前記縦杆１３を挿通させる
挿通孔１４１を設けている。
　この第２部材１Ｂは、図示実施例では、平面視円形状（略ハット形状）に形成され、防
水材１５は、前記第１部材１Ａに用いられた防水材１２と同様にシート状のシール材（ゴ
ムシート又はシリコーンシート）であり、前記挿通孔１４１は、前記縦杆１３の直径より
僅かに大きく形成されている。
【００３２】
　前記第３部材１Ｃは、前記第１部材１Ａの前記縦杆１３に取り付けて締着することによ
り、前記第２部材１Ｂを屋根面に圧着する部材であって、図示実施例では前記縦杆（ボル
ト材）１３に螺合するナットである。
　この第３部材１Ｃは、図示実施例では、防水材付きの座金１Ｄを介して前記縦杆（ボル
ト材）１３に螺合しており、この第３部材１Ｃであるナットを締め付けることにより、前
記第２部材１Ｂを屋根面に圧着する。
【００３３】
　これらの各部材から構成される持出部材１は、図１（ｂ）に示すように３つの部材１Ａ
～１Ｃ（防水材付きの座金１Ｄを含めると４つの部材）を一体的に組み付けた構成であっ
て、図示するような受部材２を第３部材１Ｃの上部に取り付けることにより、後述する支
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持部材３の取り付けが容易となる。なお、図１（ｃ）は、受部材２を第３部材１Ｃの上部
に取り付けた状態を示す。
　図示実施例の受部材２は、略矩形状の平板部２１の前後端に縦片部２２，２２が形成さ
れる略Ｕ字状のピース材であり、平板部２１の略中央には、前記縦杆１３が貫通する孔２
１１が設けられる。また、各縦片部２２には、後述する支持部材３の取り付けに用いられ
る固定具３０の取付孔２２１がそれぞれ２箇所に形成されている。
【００３４】
　そして、これらの各部材から構成される持出部材１の設置施工について、図２を用いて
説明する。
　まず、図２の右手前側に示すように第１の工程として、屋根面に第１部材１Ａを固定す
る。この図示実施例では屋根面は横葺き屋根であるから、予め横葺き外装材５の裏面側に
水流れ方向に配設されている垂木４１の位置を特定しておき、ビスである固定具１７，１
７を固定部１１の挿着孔１１１，１１１から打ち込んで垂木４１に下端が達するように固
定する。
　次に、第２の工程として、第２部材１Ｂを被せるように配設するが、前記第１部材１Ａ
の縦杆１３が挿通孔１４１から突出するように配設する。
　その後、第３の工程として、第２部材１Ｂから突出するボルト材である縦杆１３に、ナ
ットである第３部材１Ｃを取り付け、これを締め付けることにより、第２部材１Ｂが下方
に押圧されてその接地部１６が屋根面に圧着する。
　なお、第３部材１Ｃの取付けに際し、防水材付きの座金１Ｄを併用した。
【００３５】
　その後、前記第３部材１Ｃの上方から前記構成の受部材２を臨ませ、前記縦杆１３が孔
２１１に貫通するように配し、ナット２０を締着して固定した。この状態は、図２の略中
央に示した。なお、前記受部材２を縦杆１３に配した状態で第３部材１Ｃを取り付け締着
するようにしてもよい。この場合、第３部材１Ｃがナット２０を兼ねるものとなる。
　前記受部材２の組み付けに際しては、各縦片部２２が流れ方向に直交するように微調整
して組み付ける。
　そして、組み付けた受部材２に対し、図２の左奥に示すように長尺な支持部材３を取り
付ける。
　図示実施例の支持部材３は、上面部３１の前後端に縦面部３２，３２が形成される逆Ｕ
字状の長尺材であり、桁行き方向に長尺で、その幅寸法は前記受部材２の縦片部２２，２
２間の間隔と略同一である。また、各縦面部３２の下端は内側へ折曲されている。
　したがって、支持部材３は、前記持出部材１に組み付けた受部材２の縦片部２２，２２
間に嵌め付けるように配設すればよく、この状態で固定具３０を受部材２の取付孔２２１
から打ち込んで極めて容易に取り付けることができる。
　なお、この図２における４１は垂木を示すが、４２は躯体（Ｃ型鋼）であり、４３はそ
の上に配設された下地材であり、４４は垂木４１，４１間に配される木毛セメント板又は
断熱材である。
　このように持出部材１を垂木４１などの支持部材に固定することにより、設置安定性が
格段に向上するものとなる。このような効果は、躯体に直接的に取り付ける場合にも果た
され、後述する図３～図７の各実施例においても、躯体もしくは躯体に直接又は間接的に
取り付けられた垂木４１等の支持部材に固定するようにしたため、それぞれ同様の効果が
果たされる。
【００３６】
　図３に示す実施例は、前記支持部材３に外設部材として太陽電池システム（太陽電池パ
ネル８）を取り付けた例を示すものであり、桁行き方向に長尺な支持部材３に対して直交
するように水流れ方向に連続する縦桟７ａを固定具７１にて取付け、この縦桟７ａ上に外
設部材（外設構築物）として太陽エネルギー変換モジュール（太陽電池）８１を一体的に
備えるパネル８を固定した構成である。なお、前記縦桟７ａについては、後述する図５に
示される縦桟７ｃと同様に排水部材を兼ねる構成とする。
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【００３７】
　図示実施例の屋根面（既設屋根）を構成する横葺き外装材５は、面板部５１の水下側及
び水上側に成形部５２（水下側成形部），５３（水上側成形部）を設けた構成であり、面
板部５１は、中央よりやや水上側で谷状に屈曲し、水下側近傍で山状に屈曲した略平坦状
である。
　水下側成形部５２は、面板部５１の水下縁を下方へ略鉛直状に曲げ（縦片部５２１）、
その下端を水上側へ曲げ成形し、続いて上方へ略く字状に屈曲し（横片部５２２）、さら
にその先端を表面側へ折り返した構成とした。
　水上側成形部５３は、面板部５１から延在する端縁（延在部５３１）を表面側上方へ折
り返し状に曲げ成形し、その上端を水下側下方へ折り曲げた構成とした。
　そして、これらの水下側成形部５２と水上側成形部５３とは、敷設状態において係合す
る構成とした。
【００３８】
　また、前記横葺き外装材５を保持する保持部材６Ａは、一般に吊子と称される部材であ
って、この図示実施例に用いられる保持部材６Ａは、横葺き外装材５の水上側成形部５３
（被保持部）を保持する保持部６１と、定着片である固定部６２とを有する構成である。
上記の固定部６２は、ハット型躯体である垂木４１の上面部にビス６２１により固定され
ている。
【００３９】
　なお、屋根面については、前述のとおりであるが、図示するように躯体（Ｃ型鋼）４２
上に下地材４３が配設され、その上面に水流れ方向に沿うように垂木４１が配され、該垂
木４１に跨るようにハット状の固定部材４５を配し、この固定部材４５を固着具４６にて
下地材４３を通して躯体４２に固定し、前記垂木４１，４１間には木毛セメント板又は断
熱材４４を取り付けている。
【００４０】
　図示実施例の太陽電池パネル８は、表面側に透光材が配された太陽電池８１と、その端
縁を保持すると共に裏面側に中空のスペース部分を備えるフレーム材８２，８２とが一体
的に取り付けられた構成である。
　また、水流れ方向に隣接する太陽電池パネル８，８は、表面側の隙間に不定形のシール
材８３が充填され、その裏面側に配される断面略Ｗ字状のジョイント部材７ｂにて連結さ
れている。
　前記ジョイント部材７ｂは、連結部材と流水部材とを兼ねるものであって、流れ方向に
配設されて排水部材を兼ねる縦桟７ａと連絡されて雨水等を水下側へ流下させる役割も果
たす。そして、樋状部分（流水部７４）を形成する水下側の側面部７２の上端が太陽電池
パネル８の裏面を支持し、水上側の側面部は低く形成されている。そのため、水上側に配
された太陽電池パネル８の裏面側に生じた結露水などはその裏面をつたって樋状部分に導
かれる。また、樋状部分（流水部７４）を形成する底面部の略中央から略垂直状に立ち上
がる起立片部７３は、太陽電池パネル８，８のフレーム材８２，８２間に配されるため、
太陽電池パネル８，８の配設に際して取付位置を容易に定めることができる。
【００４１】
　このような構成を有する太陽電池パネル８の取付構造は、前述のように容易に設置した
持出部材１に、受部材２を介して桁行き方向に取り付けた支持部材３に対し、外設部材と
して太陽電池パネル８を取り付けたものであって、取り付ける太陽電池パネル８の構成に
ついて全く制限されるものではないため、各種メーカー及び各種寸法、各種仕様の太陽電
池パネルを適用することができ、極めて実用的価値が高いものである。
【００４２】
　図４に示す実施例は、前記支持部材３に既設屋根とほぼ同様の構成を有する改修屋根を
構築する例を示すものであり、その下地（屋根面）構成についても前記下地面とほぼ同様
の構造を有する。すなわちこの図示実施例では、桁行き方向に長尺な支持部材３に対して
直交するように水流れ方向に沿うように垂木４１が配され、該垂木４１に跨るようにハッ
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ト状の固定部材４５を配し、この固定部材４５を固着具４７にて下地材４３を通して支持
部材３に固定し、前記垂木４１，４１間には木毛セメント板又は断熱材４４を取り付けて
いる。
　すなわち前記既設の屋根面との違いは、垂木４１を取り付ける固定部材４５が躯体４２
ではなく支持部材３に固定されるだけであって、また下地材４３が無いため、固着具４７
が前記図３の固着具４６よりも短いものが用いられている。
【００４３】
　このような構成を有する改修構造は、前述のように容易に設置した持出部材１に、受部
材２を介して桁行き方向に取り付けた支持部材３に対し、新たな屋根構造を取り付けたも
のであって、取り付ける屋根構造は、図示するように既設屋根と全く同様の構成でもよい
し、その構成について全く制限されるものではないため、各種メーカー及び各種寸法、各
種仕様の屋根構造を適用することができ、極めて実用的価値が高いものである。
【００４４】
　図５に示す実施例は、縦葺き外装構造である屋根面に、前記構成の持出部材１、受部材
２、支持部材３をそれぞれ取り付け、この支持部材３に外設部材として前記図３における
太陽電池パネル８と略同様の太陽電池パネル８'を取り付けた例を正面から見た状態を示
す。
【００４５】
　図示実施例の屋根面（既設屋根）を構成する縦葺き外装材９ａは、躯体４２上に配され
た下地材４３に適宜間隔にて取り付けられた保持部材６ｂ，６ｂ間に配設される。
　この縦葺き外装材９ａは、面板部９１の左右の側縁に裏面側が開放する内側立上り部９
２，９２を有し、その外側に排水溝９３，９３、さらにその外側に傾斜状に立ち上がる外
側立上り部９４，９４を有し、この外側立上り部９４の途中（高さの中程）に、保持部材
６ｂの被嵌合部６３に係合する略く字状の嵌合部９４１が形成される構成である。また、
前記外側立上り部９４，９４の上方の構成については、左右非対称であり、左方側には、
保持部材６ｂの中央起立部６４の頂部に至る延在部が設けられ、右方側には、他方側（こ
の場合、右側に隣接する縦葺き外装材９ａの左方側の外側立上り部９４）にオーバーハン
グする重合部９５が設けられている。また、この重合部９５には、嵌合部９４１の外側に
係合する略く字状の係合部が設けられている。
【００４６】
　また、前記保持部材６ｂは、下地材４３に固定される固定部６４から上方に側端起立部
６５、中央起立部６６、側端起立部６５が延在する構成であり、中央起立部６４の上端は
鏃状に形成され、その下方の左右に形成される隅部が被嵌合部６３，６３である。この保
持部材６ｂはピース材であって、中央起立部６６が形成されない固定部６４からアンカー
ボルトである固着具６７が打ち込まれ、下地材４３を貫いて躯体４２に至っている。
【００４７】
　そして、図示実施例の屋根面を構築するには、躯体４２上に下地材４３を配し、適宜間
隔にて前記構成の保持部材６ｂを固着具６７にて固定し、固定した保持部材６ｂ，６ｂ間
に前記構成の縦葺き外装材９ａを配設する。
　縦葺き外装材９ａの配設に際しては、まず、内側立上り部９２の裏面に保持部材６ｂの
側端起立部６５が位置するように取り付ける。なお、縦葺き外装材９ａの面板部９１は、
予め保持部材６ｂ，６ｂの側端起立部６５，６５間よりも幅広に形成されているので、こ
の状態で、縦葺き外装材９ａの面板部９１は、下方へ突出するように湾曲されて配設され
る。
　次に、保持部材６ｂの中央起立部６６と側端起立部６５との間に、縦葺き外装材９ａの
排水溝９３及び外側立上り部９４が位置するように配し、嵌合部９４１を被嵌合部６３に
弾性的に嵌合させる。
　さらに、左方側の外側立上り部９４については、そのまま中央起立部６６の右側に沿わ
せるが、右方側の外側立上り部９４については、中央起立部６６の他方側（右側）に延在
するようにオーバーハングさせて係合させる。
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【００４８】
　このように施工される縦葺き外装構造に対し、前記図２の手順と全く同様に持出部材１
を設置する。
　前記図２では、持出部材１の第１部材１Ａは、ビスである垂木４１に対して固着具１７
にて固定したが、この実施例では、躯体４２に対してアンカーボルトである固着具１７'
にて固定する点が異なるだけであり、他の構成については全く同様であるから同一符号を
付して説明を省略する。ピース状の受部材２を用いる点や横方向（桁行き方向）に連続す
る支持部材３を用いる点も同様である。
【００４９】
　そして、この図５における図示実施例では、前記図３の実施例とほぼ同様の太陽電池シ
ステム（太陽電池パネル８'）を取り付けた。
　この図５の太陽電池パネル８'は、表面側に透光材が配された太陽電池８１と、その側
縁を保持すると共に裏面側に中空のスペース部分を備えるフレーム材８３，８３とが一体
的に取り付けられた構成である。
　また、横方向に隣接する太陽電池パネル８'，８'の表面側に跨るように化粧板材８４が
固定具８５にて取り付けられ、その裏面側には、排水部材（排水部７６）を兼ねる縦桟７
ｃが配されて連結されている。
　前記縦桟７ｃは、水流れ方向に連続する長尺材、又は定尺材を連結した構成であって、
排水部材（排水部７６）を兼ね、左右の脚片７５，７５の下端を固定具７１，７１にて支
持部材３に取り付けられている。また、この縦桟７ｃの上方には、流水部材７ｄが固定さ
れ、排水部７６に連絡するように横方向に配設されている。
　なお、前記縦桟７ｃは、樋状の排水部７６が支持部材３上に固定した左右の脚片７５，
７５の下端より高いレベルに位置しており、この排水部７６の略中央には太陽電池パネル
８'，８'を支持する台状の隆起部７７が設けられ、前記化粧板材８４を固定する固定具８
５もこの隆起部７７の上面に固定されている。
　このようにこの実施例における縦桟７ｃ及び流水部材７ｄは、前記図３の実施例におけ
る縦桟７ａ及びジョイント部材７ｂに相当するものである。
【００５０】
　図６に示す実施例は、前記図５とほぼ同様の縦葺き外装材９ｂからなる縦葺き外装構造
である屋根面に、前記構成の持出部材１、受部材２、支持部材３をそれぞれ取り付け、こ
の支持部材３に外設部材として前記図３と全く同じ太陽電池パネル８を取り付けた例を示
す。
　したがって、この図６には、前記図３と同じ符号を付して説明を省略する。
　この図６には、側断面を示したので、太陽電池パネル８と太陽電池パネル８'が異なる
以外は、前記図５（正面図）の側断面構成とほぼ等しいものである。
【００５１】
　図７に示す実施例は、前記図５とほぼ同様の縦葺き外装材９ｂからなる縦葺き外装構造
である屋根面に、前記構成の持出部材１、受部材２、支持部材３をそれぞれ取り付け、こ
の支持部材３に既設屋根と異なる縦葺き外装構造の改修屋根を構築する例を示す。
　なお、この実施例では、側断面を示しているが、改修屋根の構成を詳しく示すため、正
面から見た状態を付記している。
【００５２】
　図示実施例における改修屋根は、前記構成の支持部材３上に保持部材（６ｃ，６ｄ）を
固定し、該保持部材（６ｃ，６ｄ）に縦葺き外装材９ｃ，９ｃの左右の側縁を保持させ、
キャップ材９ｄを取り付けた構成である。
【００５３】
　前記保持部材（６ｃ，６ｄ）は、略左右対称の部材であって、支持部材３に固定する略
門型のタイトフレーム６ｃと、該タイトフレーム６ｃの略中央の横片に下方からボルトナ
ットにて留め付けた受支材６ｄとからなる。
　タイトフレーム６ｃは、例えば短幅の帯状鋼材を折り曲げ成形してなり、略中央の横片
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から左右に脚部を有し、各脚部の下端に下面が支持部材３と接する固定部である。
　受支材６ｄは、略垂直状に起立する受支面を前後に有する側断面略Ｕ字状のピース材で
あり、各受支面の下方には左右に張り出した部分が形成され、その下方が前記外装材９ｃ
の第１嵌合部９７１が嵌合する被嵌合部６８である。また、受支面の上縁を前後方向に折
り曲げ、前記外装材９ｃの裏面を安定に保持できるようにしている。さらに、この受支面
の略中央上端には、前記外装材９ｃの断面略Ｕ字状の第２嵌合部９７２を上方から嵌合可
能な矩形状の溝部６９が設けられている。
【００５４】
　前記保持部材（６ｃ，６ｄ）に保持させる縦葺き外装材９ｃは、略平坦状の面板部９６
の左右の側縁に左右対称の傾斜状の立ち上げ部９７，９７を有する構成であり、この立ち
上げ部９７の高さの途中には、後述する保持部材６ｃに嵌合状に取り付けるための第１嵌
合部９７１が設けられ、該第１嵌合部９７１の上方に、受支材６ｄに支持される部分を介
し、その先端には、受支材２Ｂの略中央上端に形成された溝部６９に上方から嵌合させる
断面略Ｕ字状の第２嵌合部９７２を有する構成である。
【００５５】
　前記外装材９ｃと共に外装面を形成するキャップ９ｄは、左右方向に隣接する外装材９
ｃ，９ｃの外側立上り部９７，９７間に配設されるものであって、前記外装材９ｃと同様
な素材から成形されるものであり、略傘状の化粧部９８の左右の側縁に設けた折返し部９
９を前記外装材９ｃの第１嵌合部９７１の裏面に嵌合させて取り付けられる。
【符号の説明】
【００５６】
　１　持出部材
　１Ａ　第１部材
　１Ｂ　第２部材
　１Ｃ　第３部材
　１Ｄ　防水材付きの座金
　１１　固定部
　１２，１５　防水材
　１３　縦杆
　１４　被覆部
　１４１　挿通孔
　１６　接地部
　２　受部材
　３　支持部材
　４１　垂木
　４２　躯体
　４３　下地材
　４４　木毛セメント板又は断熱材
　５　横葺き外装材
　６Ａ～６　保持部材
　７ａ　縦桟
　７ｂ　ジョイント部材
　７ｃ　縦桟
　７ｄ　流水部材
　８，８'　外設部材（太陽電池システム）
　９ａ，９ｂ，９ｃ　縦葺き外装材
　９ｄ　キャップ材
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